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(54)【発明の名称】 内視鏡装置

(57)【要約】
【課題】  従来の内視鏡装置では光源にハロゲンランプ
やキセノンランプ等の大型ランプを使用しているため
に、装置全体の重量が重くなって携帯性に劣る。
【解決手段】  可撓性を有する長尺の挿入管２１と、こ
の挿入管２１の基端に設けられた把持部２２とを備え、
挿入管２１の先端部には撮像手段２５が設けられる一
方、把持部２２内には前記挿入管２１内を撮像手段２５
の近傍まで延びる光ファイバ３０の光源装置３７を内蔵
したので、装置全体の小型化が図られて携帯性に優れた
内視鏡装置が得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  可撓性を有する長尺の挿入管と、この挿
入管の基端に設けられた把持部とを備え、挿入管の先端
部には撮像手段が設けられる一方、把持部内には前記挿
入管内を撮像手段の近傍まで延びる光ファイバの光源が
内蔵されていることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】  可撓性を有する長尺の挿入管と、この挿
入管の基端に設けられた把持部とを備え、挿入管の先端
部には撮像手段が設けられる一方、把持部内には前記挿
入管内を撮像手段の近傍まで延びる光ファイバの光源
と、カメラコントロールユニットとが内蔵されているこ
とを特徴とする内視鏡装置。
【請求項３】  可撓性を有する長尺の挿入管と、この挿
入管の基端に設けられた把持部とを備え、挿入管の先端
部には撮像手段が設けられる一方、把持部内には複数個
の貫通孔を有するランプホルダが配置され、このランプ
ホルダの各貫通孔に一方側から光源が挿入される一方、
他方側からは挿入管内を撮像手段の近傍まで延びる光フ
ァイバの後端部が挿入され、貫通孔の内部で前記光ファ
イバの後端部と光源とを近接配置したことを特徴とする
内視鏡装置。
【請求項４】  前記光源が白色の発光ダイオードである
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の内
視鏡装置。
【請求項５】  前記白色の発光ダイオードが砲弾形状で
あることを特徴とする請求項４記載の内視鏡装置。
【請求項６】  前記挿入管の先端部では撮像手段の外周
に多数の光ファイバの先端部が配列されていることを特
徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の内視鏡装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、携帯性に優れた内
視鏡装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、各種の内視鏡装置が、医療用とし
て体内の診断や治療に用いられ、また工業用としても機
械や配管内部の検査や修理に利用されている。
【０００３】これらの内視鏡装置としては、例えば図６
に示したようなものが知られている。この内視鏡装置１
は、可撓性を有する長尺の挿入管２と、この挿入管２の
基端に設けられた操作部３と、挿入管２の先端部に設け
られた撮像手段４の近傍まで延びる光ファイバ５に光を
供給する光源装置６と、光源装置６からの光を光ファイ
バ５に導く為のライトガイドコネクタ７と、撮像手段４
によって捉えた観察像を電気的に処理しビデオ出力とし
てＴＶモニタ８に画像を映し出すカメラコントロールユ
ニット９とで構成されている。
【０００４】ところで、内視鏡装置の用途の広がりに伴
って、医療用や工業用での利用の他に、大地震や火山活
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動等の災害時における利用への期待が高まりつつある。
このような利用では、ガレキや土砂の中から被災者を一
刻も早く見つけ出して救出しなければならないため移動
性や緊急性を要し、内視鏡装置の携帯性が重要な要素と
なる。しかしながら、上述したような従来の内視鏡装置
１では、重量が重い上に寸法が大きいので足場が悪い場
所での移動が困難であり携帯性に劣る。特に、光源手段
６としてハロゲンランプやキセノンランプなどワット数
の大きい大型ランプが使用されているために大きなスペ
ースが必要となり、またワット数が大きいことから光源
手段６に冷却装置を取付ける等、光源装置の小型化を阻
んでいた。
【０００５】そこで、従来にあっては光源装置を小型化
するために、ランプとして発光ダイオードを利用したも
のが知られている（特開平１０－２１６０８５号参
照）。これは図７に示したように、挿入管２の先端に設
けられた撮像手段４の近傍に青色発光の発光ダイオード
１１を設けたものである。撮像手段４は、ＣＣＤ１２
（固体撮像素子）と対物レンズ１３とで構成され、対物
レンズ１３で捉えた観察像をＣＣＤ１２で結像し、電気
信号に変換して信号ケーブル１４から上述したカメラコ
ントロールユニット９に伝送する。
【０００６】一方、上記撮像手段４の近傍に配置される
発光ダイオード１１は、電源ケーブル１６を伴って挿入
管２の先端筒内に装着される。発光ダイオード１１の前
方には白色蛍光物質１５が嵌め込まれており、前記の発
光ダイオード１１の青色発光によって白色蛍光物質１５
が励起され、白色光として被写体を照射する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の
ような発光ダイオード１１を光源とした場合、従来のハ
ロゲンランプやキセノンランプと比べた場合に装置全体
の小型化が図られるものの、挿入管２の先端に発光ダイ
オード１１を設けるスペースが必要となるため、挿入管
２の先端形状が太くなってしまい、狭い場所への挿入が
制限されるといった問題がある。また、発光ダイオード
１１が単数であるので、災害現場のように悪条件の下で
は照射光量が不足する事態が発生するおそれがある。
【０００８】そこで、本発明の目的は、光源装置の小型
化を図ると共に、挿入管の先端を太くすることなく狭い
場所への挿入を可能にし、また所定の照射光量も確保で
きるようにした携帯性に優れる内視鏡装置を提供するこ
とにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明の請求項１に係る内視鏡装置は、可撓性を有
する長尺の挿入管と、この挿入管の基端に設けられた把
持部とを備え、挿入管の先端部には撮像手段が設けられ
る一方、把持部内には前記挿入管内を撮像手段の近傍ま
で延びる光ファイバの光源が内蔵されていることを特徴
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とする。
【００１０】この発明によれば、把持部内に光源を設け
ることで、装置全体の小型化が可能となり携帯性に優れ
たものとなる。また、光源から延ばした光ファイバを挿
入管の先端に配設したので、挿入管の先端が太くならず
に済み狭い場所への挿入が可能である。
【００１１】請求項２の発明は、可撓性を有する長尺の
挿入管と、この挿入管の基端に設けられた把持部とを備
え、挿入管の先端部には撮像手段が設けられる一方、把
持部内には前記挿入管内を撮像手段の近傍まで延びる光
ファイバの光源と、カメラコントロールユニットとが内
蔵されていることを特徴とする内視鏡装置である。
【００１２】この発明によれば、光ファイバの光源と共
にカメラコントロールユニットも把持部内に内蔵したの
で、より一層装置全体の小型化が図られることになり、
携帯性が一段と向上する。
【００１３】請求項３の発明は、可撓性を有する長尺の
挿入管と、この挿入管の基端に設けられた把持部とを備
え、挿入管の先端部には撮像手段が設けられる一方、把
持部内には複数個の貫通孔を有するランプホルダが配置
され、このランプホルダの各貫通孔に一方側から光源が
挿入される一方、他方側からは挿入管内を撮像手段の近
傍まで延びる光ファイバの後端部が挿入され、貫通孔の
内部で前記光ファイバの後端部と光源とを近接配置した
ことを特徴とする内視鏡装置である。
【００１４】この発明によれば、光源及び光ファイバの
後端部をランプホルダで支持しているので、光源での発
光が効率的に光ファイバ内に導かれる他、複数の光源を
使用することで、十分な照射光量が得られるものとな
る。
【００１５】請求項４の発明は、請求項１乃至３のいず
れかに記載の内視鏡装置において、前記光源が白色の発
光ダイオードであることを特徴とする。
【００１６】この発明によれば、白色の発光ダイオード
を光源として使用することで、把持部内にも容易に内蔵
することができ、内視鏡装置全体の一体化及び小型化が
可能となった。また、光源での消費電流が少なくて済む
ので供給電源の小型化も可能となり、さらに従来のよう
な冷却装置をも必要としない。さらにまた、白色の発光
ダイオードからは光ファイバを通して変色のない白色光
を得ることができる。
【００１７】請求項５の発明は、請求項４記載の内視鏡
装置において、前記白色の発光ダイオードが砲弾形状で
あることを特徴とする。
【００１８】この発明によれば、発光ダイオードが砲弾
形状なので、特定の方向に発光させた光を効率的に光フ
ァイバに導くことができる。
【００１９】請求項６の発明は、前記請求項１乃至３の
いずれかに記載の内視鏡装置において、前記挿入管の先
端部では撮像手段の外周に多数の光ファイバの先端部が
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配列されていることを特徴とする。
【００２０】この発明によれば、挿入管の先端部には撮
像手段の他に細い光ファイバの先端部が配列されている
だけなので、挿入管の先端部に発光ダイオードを配設し
た上記従来の構造と比べて外径寸法が小さくて済む。ま
た、光ファイバの先端部を撮像手段の外周に配列したこ
とで、被観察物を偏りなく均一に照射することができ
る。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づいて、本発
明に係る内視鏡装置の実施形態を説明する。図１乃至図
４は内視鏡装置の一実施形態を示したものであり、図１
は内視鏡装置の外観図、図２は内視鏡装置の断面構造
図、図３は前記図２におけるＡ部の拡大断面図である、
また、図４は前記図２におけるＡ部の拡大断面図、図５
は前記図４における光源装置の分解斜視図である。
【００２２】図１に示すように、この実施形態における
内視鏡装置２０の外形形状は、可撓性を有する長尺の挿
入管２１と、この挿入管２１の基端に設けられた把持部
２２とからなる。把持部２２は手２３の中に丁度収まる
太さの円筒体形状である。
【００２３】上記挿入管２１は、把持部２２から長く延
びる金属製の蛇腹管２１ａと、この蛇腹管２１ａの先端
に差し込み固定される金属製の円筒管２１ｂとからな
る。円筒管２１ｂの内部には図２及び図３に示したよう
に、リング管２４に保持された撮像手段２５が設けられ
ている。この撮像手段２５は、ＣＣＤ２６とその前面側
に配置された対物レンズ２７とで構成され、ＣＣＤ２６
が信号処理基板２８にマウントされている。対物レンズ
２７が捉えた観察像はＣＣＤ２６に結像され、信号処理
基板２８で電気信号に変換してから、信号ケーブル２９
で伝送される。前記円筒管２１ｂの内周面とリング管２
４の外周面との隙間には光ファイバ３０の先端部３０ａ
が配設され、図１に示したように、円筒管２１ｂの先端
部では対物レンズ２７全周に光ファイバ３０の先端部３
０ａが多数配列されている。光ファイバ３０の直径は極
めて細いので、対物レンズ２７全周に光ファイバ３０の
先端部３０ａが多数配列されていても、円筒管２１ｂの
先端の径がそれによって太くなるといったことはなく、
結果的に狭い場所への挿入が可能となる。
【００２４】前記信号ケーブル２９及び光ファイバ３０
は、図２に示したように、蛇腹管２１ａの内部を延びて
把持部２２内に達している。把持部２２は、円筒状のケ
ーシング３５内に前記信号ケーブル２９によって伝送さ
れた電気信号を処理しビデオ出力として図示外のＴＶモ
ニタに画像を映し出すためのカメラコントロールユニッ
ト３６と、前記光ファイバ３０に光を供給するための光
源装置３７が内蔵されている。
【００２５】前記光源装置３７は、図４及び図５に示し
たように、円柱状のランプホルダ３８に、白色の発光ダ
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イオード３９と光ファイバ３０の後端部３０ｂとを支持
させたものである。ランプホルダ３８はアルミニウムに
よって成形されており、前記ケーシング３５内に程よく
嵌まり込む外径寸法を有する。また、前後方向には中心
部に前記信号ケーブル２９を貫通する大径の挿通孔４０
が設けられ、その周囲に前記挿通孔４０より小径の貫通
孔４１が均等に４個設けられている。発光ダイオード３
９は砲弾形状のものが用いられ、足を伸ばした状態で回
路基板４２に搭載される。光源装置３７の組付けに際し
ては、発光ダイオード３９をランプホルダ３８の貫通孔
４１に後側から挿入し、絶縁スペーサを介して回路基板
４２がランプホルダ３８の後面に当たるまで挿入してか
らビス４３で止める。また、光ファイバ３０の後端部３
０ｂは、全ての光ファイバ３０を４つの束に分けてから
チューブ４４を嵌め込み、このチューブ４４をランプホ
ルダ３８の貫通孔４１に前側から挿入し、光ファイバ３
０の後端面が発光ダイオード３９にほとんど当たるまで
挿入してからビス４５でチューブ４４を固定する。
【００２６】このような構造からなる光源装置３７にあ
っては、光ファイバ３０の光源として発光ダイオード３
９を用いているので、手２３に持つことができる程度の
大きさである把持部２２のケーシング３５内にも容易に
内蔵することができる。また、発光ダイオード３９及び
光ファイバ３０の後端部３０ｂをランプホルダ３８で支
持すると共に両者を近接配置し、しかも発光ダイオード
３９の砲弾形状を光ファイバ３０の後端面に向けて貫通
孔４１の中に配設したので、発光ダイオード３９から発
光した光が効率的に光ファイバ３０内に導かれることに
なる。しかも、この実施形態では上記ランプホルダ３８
がアルミニウムで成形されていることから、貫通孔４１
が内面反射してさらに効率よく光を導くことができる。
さらに、上記の光源装置３７では４個の白色の発光ダイ
オード３９を用いているので、光ファイバ３０を通して
変色のない白色光を十分に得ることができる。なお、発
光ダイオード３９の個数を用途に応じて増減することは
設計事項の範囲である。
【００２７】前記カメラコントロールユニット３６は、
図２に示したように、回路基板の上に電子部品等（図示
せず）を搭載した構成であり、前記ＣＣＤ２６から延び
る信号ケーブル２９が接続されている他、発光ダイオー
ド３９との間も信号ケーブル４６で結ばれている。ま
た、把持部２２のケーシング３５の後端部には図示外の
ＴＶモニタに接続される信号コネクタ４７と、図示外の
バッテリに接続される電源コネクタ４８が設けられてお
り、これら信号コネクタ４７及び電源コネクタ４８にカ
メラコントロールユニット３６から信号線４９および電
源線５０が延びている。なお、光源は４個の白色の発光
ダイオード３９だけなので消費電力が少なくて済むこと
になり、バッテリも携帯性に優れた小形のもので足り
る。また、前記ケーシング３５内に乾電池の収納スペー
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スを設けることで、さらに携帯性を向上させることもで
きる。
【００２８】このように、上記構成からなる内視鏡装置
２０にあっては、把持部２２の中に光源装置３７とカメ
ラコントロールユニット３６の両方を内蔵してしまった
ので、把持部２２と挿入管２１だけで内視鏡装置２０が
構成されることになり、極めて携帯性に優れたものとな
る。さらに、光源装置３７には従来のような冷却装置を
必要としないメリットがある。
【００２９】次に、上述のような構成からなる内視鏡装
置２０の使用方法を説明する。図１に示したように、左
手又は右手で把持部２２を掴み、反対側の手で挿入管２
１を持って、堆積したガレキや土砂などの隙間に挿入管
２１の先端を挿入していく。バッテリは腰などに装着し
ておく。把持部２２に設けた電源スイッチ（図示せず）
を入れることで発光ダイオード３９が発光し、光ファイ
バ３０の先端から白色光を発光させて被観察物を照射す
る。対物レンズ２７が捉えた観察像はＣＣＤ２６に結像
され、カメラコントロールユニット３６で電気信号が処
理されてビデオ出力され、ＴＶモニタに画像が映し出さ
れる。このＴＶモニタは把持部２２のケーシング３５に
取付けることもできるので、その場合には移動の自由度
がより一層大きくなる。挿入管２１は金属管で作られて
いるので直進性があり、また、発光ダイオード３９の輝
度も大きいので挿入管２１をかなり伸ばしても光ファイ
バ３０の先端部３０ａから十分な光量を得ることができ
ることから、堆積したガレキや土砂の奥深くまで挿入し
て探し出すことができる。なお、この実施形態では挿入
管２１の先端にある円筒管２１ｂの角度を自由に変える
ための操作手段を設けてないが、把持部２２の一部に公
知の機能を付加することは設計事項の範囲である。
【００３０】上記実施形態の内視鏡装置２０は、災害時
の緊急用として説明したが、同種の内視鏡装置を医療用
や工業用に幅広く利用できることは勿論である。
【００３１】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る内視
鏡装置によれば、挿入管の基端に設けられた把持部内に
撮像手段の近傍まで延びる光ファイバの光源を内蔵した
ので、内視鏡装置全体の小型化が可能となり携帯性に優
れたものとなった。また、撮像手段の近傍に光ファイバ
の先端部を配設して照射するので、挿入管の先端が太く
ならずに済み狭い場所への挿入が可能となった。
【００３２】また、本発明に係る内視鏡装置によれば、
前記把持部内に光ファイバの光源と共にカメラコントロ
ールユニットも内蔵したので、より一層装置全体の小型
化が図られることになり、携帯性が一段と向上した。
【００３３】さらに、本発明に係る内視鏡装置によれ
ば、把持部内に複数個の貫通孔を有するランプホルダを
配置し、このランプホルダの各貫通孔に一方側から光源
が挿入し、他方側から光ファイバの後端部を挿入して、
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貫通孔の内部で光ファイバの後端部と光源とを近接配置
したので、光源での発光が効率的に光ファイバ内に導か
れる他、複数の光源を使用することで、十分な照射光量
が得られるものとなった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る内視鏡装置の外観図である。
【図２】前記内視鏡装置の断面構造図である。
【図３】前記図２におけるＡ部の拡大断面図である。
【図４】前記図２におけるＢ部の拡大断面図である。
【図５】前記図４における光源装置の分解斜視図であ
る。
【図６】従来の内視鏡装置の一例を示す全体構成図であ
る。
【図７】従来の他の内視鏡装置の挿入部先端の構造を示
す断面図である。
【符号の説明】
２０  内視鏡装置 *
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*２１  挿入管
２１ａ  蛇腹管
２１ｂ  円筒管
２２  把持部
２５  撮像手段
２６  ＣＣＤ
２７  対物レンズ
３０  光ファイバ
３０ａ  光ファイバの先端部
３０ｂ  光ファイバの後端部
３５  ケーシング
３６  カメラコントロールユニット
３７  光源装置
３８  ランプホルダ
３９  発光ダイオード
４１  貫通孔

【図１】

【図３】

【図４】
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【図５】
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